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収
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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
七
号

　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
令
和
八

年
度
の
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
八
年
五
月
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

種
畜
証
明
書
番
号

名　
　
　
　
　

前

品
種

検
査
成
績

令
八
大
分
県
臨
一
第
一
号

D
C4767

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
二
号

D
C4769

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
三
号

D
C4816

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
四
号

D
C4828

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
五
号

D
C4829

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
六
号

D
C4837

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
七
号

D
C4850

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
八
号

D
C4882

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
九
号

D
C4886

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
十
号

D
C4891

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
十
一
号

D
C4898

そ
の
他

級
外

令
八
大
分
県
臨
一
第
十
二
号

D
C4989

そ
の
他

級
外
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
二
百
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
令
和
八
年
度
県
営
林
産
物
（
間
伐
材
等
）
処
分
事
業
委
託
に
係
る
物
品

売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
八
年
五
月
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

公
益
財
団
法
人
森
林
ネ
ッ
ト
お
お
い
た

　
　
　

大
分
市
花
園
二
丁
目
六
番
四
十
六
号

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日

三　

委
託
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日

四　

委
託
期
間

　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
十
二
日
ま
で

○
公
　
　
　
　
　
告

　

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
実
施
す
る
。

　
　

令
和
八
年
五
月
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

試
験
の
日
時

　
　

令
和
八
年
八
月
四
日
（
火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら

令
和
八
年
五
月
八
日 令

和

八

年

第

七

〇

三

号

五

月

八

日

（　金 曜 日　）

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



二　

試
験
の
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

大
分
県
庁
舎
本
館
二
階
正
庁
ホ
ー
ル

　
　
　

大
分
県
庁
舎
新
館
十
四
階
大
会
議
室

　
　

大
分
市
豊
饒
二
丁
目
十
一
番
三
号

　
　
　

公
益
社
団
法
人
大
分
県
薬
剤
師
会

三　

試
験
の
種
類

　

１　

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

　

２　

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

　

３　

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

四　

試
験
科
目

　

１　

筆
記
試
験

㈠　

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

㈡　

基
礎
化
学

㈢　

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物 

劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
同
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
） 

の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

　

２　

実
地
試
験

　
　
　

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
及
び
取
扱
方
法

五　

提
出
書
類

１  

受
験
願
書
（
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
。
ま
た
、

大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
及
び
各
保
健
所
（
保
健
部
）
で
も
配
布
す
る
。
）　

正
副
各
一
通

２　

履
歴
書
（
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
。
ま
た
、
大

分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
及
び
各
保
健
所
（
保
健
部
）
で
も
配
布
す
る
。
）  

一
通

３　

戸
籍
抄
本　

一
通

４　

写
真
（
左
記
の
条
件
を
満
た
す
も
の
）　

一
枚

　
　

㈠　

受
験
願
書
提
出
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈡　

正
面
、
上
半
身
、
無
帽
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈢　

縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。　

　
　

㈣　

裏
面
に
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。　

六　

書
類
の
提
出
先

　

１　

県
内
居
住
者
（
郵
便
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。
）

　
　
　

県
内
各
保
健
所
（
保
健
部
）

　

２　

県
外
居
住
者
（
郵
便
に
よ
る
申
込
み
も
受
け
付
け
る
。
）

　
　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号  

八
七
○
―
八
五
〇
一
）

      　

大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室

七　

受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

　

１　

受
付
期
間

　

令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
五
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜

日
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
郵
便
に
よ
る
申
込
み
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付

け
る
。

　

２　

受
付
時
間

　
　
　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

八　

受
験
手
数
料

　
　

一
万
千
三
百
円
（
受
験
願
書
提
出
の
際
に
納
入
す
る
こ
と
。
）

九　

そ
の
他

１　

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
保
健
部
）
又
は
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
に
問

い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２　

応
用
化
学
に
関
す
る
学
課
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
資
格
取
得
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
が
あ

る
の
で
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
保
健
部
）
又
は
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

令
和
八
年
五
月
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

二


